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情報あらかると

▼
日
時　

９
月
９
日
�　
　

時
〜　

時

13

16

▼
場
所　

市
民
プ
ー
ル
『
ら
く
あ
』
研
修

　

室
▼
種
別　

普
通
救
命
講
習
Ⅰ

▼
内
容　

心
肺
そ
生
法
実
技
、
自
動
体
外

　

式
除
細
動
器
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）
実
技
、
止
血

　

法
な
ど

▼
定
員　
　

人
（
申
込
順
）

30

▼
参
加
料　

無
料

▼
申
込
方
法　

８
月　

日
�
ま
で
に
消
防

31

　

署
ま
た
は
各
消
防
支
署
に
備
え
付
け
の

　

受
講
申
込
書
に
よ
り
、
お
申
し
込
み
く

　

だ
さ
い

※
講
習
終
了
後
、
普
通
救
命
講
習
修
了
証

　

Ⅰ
を
交
付
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

消
防
署
（
�
○８５
 

２
５
５

　

１
）
ま
た
は
各
消
防
支
署

　

救
急
当
番
医
療
機
関
は
、
夜
間
や
土
・

日
曜
日
、
祝
日
に
通
常
診
療
を
行
っ
て
い

る
医
療
機
関
で
は
な
く
、
緊
急
に
診
断
・

治
療
が
必
要
な
患
者
さ
ん
を
受
け
入
れ
、

応
急
処
置
を
行
う
医
療
機
関
で
す
。

　

通
常
診
療
と
は
異
な
り
、
専
門
的
な
治

療
を
行
う
体
制
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
専
門
的
な
治
療
を
希
望
す
る
方
や
日

中
に
症
状
が
あ
る
方
は
、
通
常
診
療
時
間

帯
に
か
か
り
つ
け
医
な
ど
の
医
療
機
関
で

受
診
し
ま
し
ょ
う
。

　

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

北
海
道
医
師
会

　
　
　
　
　

（
�　

－

　

－

１
４
３
２
）

011

231

　

個
人
事
業
税
は
、
個
人
で
事
業
を
営
む

方
に
課
税
さ
れ
る
道
税
で
す
。
忘
れ
ず
に

納
め
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
納
税
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

胆
振
支
庁
納
税
課

　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
○２４
 

９
５
８
４
）

８
月　

日　

は

３１

（金）

個
人
事
業
税
（
第
１
期
分
）
の

納
期
限
で
す

９
月
９
日
は
『
救
急
の
日
』

救
急
講
習
会
を
開
催
し
ま
す

〜
救
急
車
が
来
る
ま
で
に
〜

救
急
当
番
医
療
機
関
は

緊
急
時
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
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問い合わせ／土木公園グループ（�○８５ ４１１５）

　家庭で育てられなくなった庭木などを登録し、
欲しい方に無料であっせんする制度です。
　樹木を提供していただける方やあっせんを希望
する方は、電話でお申し込みください。
　また、グリーンデータバンクのご利用は市内に
居住する方に限ります。
　なお、樹木などの掘り起こしや引き取り、運搬
は、受け取りを希望する方に行っていただきます。
　詳しくはお問い合わせください。

ゆずります

本数葉　張高　さ名　　称番号

1本約1.6メートル 約1.2メートル フ　　　　　ジ1

1本約1.5メートル 約1.0メートル フ　　　　　　ジ2

1本約1.5メートル 約0.6メートル ハ　イ　マ　ツ3
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◆基礎年金番号にまだ統合されていない
　年金記録も、大切に保管しています
　平成９年の基礎年金番号の導入前は、転職や転
居などにより１人が複数の年金番号を持つことが
ありましたが、１人１番号とする基礎年金番号を
導入し、年金記録の確認を簡易・迅速に行えるよ
うにしました。
　これまで、記録を結びつけるための照会を全被
保険者に行い、また、年金の請求時にも本人に確
認してきましたが、まだ基礎年金番号に結び付け
られていない記録が多数あります。この未統合の
記録は大切に保管していますが、そのままでは年
金支給に結びつかなくなる恐れがあります。

　被保険者・年金受給者の皆さんに、今後基礎年
金番号に結びつけられる加入履歴を順次送付しま
すので、疑問がある方はお問い合わせください。
　未統合の記録と被保険者・年金受給者の記録を
照会し、未統合の記録がある可能性の方にはお知
らせします。
　社会保険庁や市町村に記録がない場合には、領
収書などがなくても金融機関の通帳の出金記録や
元雇用主の証言などを根拠として、第三者委員会
で判断してもらう仕組みをつくりました。

▼問い合わせ　室蘭社会保険事務所（�○２４ ７１０１）、
　フリーダイヤル（０１２０－６５７８３０）

◆年金記録問題への新対応策を進めます

　年金記録問題について、管内においては室蘭社
会保険事務所が上記のとおり新たな対応策を進め
ています。市ではこの問題について、社会保険事
務所への年金加入記録紹介の取り次ぎ、年金にか
かる各種相談など、連絡調整しながら問題解消に
向けて取り組んでいますので、ご自身の年金記録
に関して疑問な点があればご相談ください。

▼問い合わせ　国保･年金グループ（�○８５ １７７１）
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